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１【提出理由】

2021年８月25日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2021年８月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金23円00銭　総額91,223,566円

②　効力を生じる日

　　2021年８月26日

 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村井善幸、金戸俊哉、岡沢　等の３氏を選任す

る。

 

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員として、服部　透、石原真二、赤星知明の３氏を選任する。

 

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、竹尾祥子氏を選任する。

 

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのため

の報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式に関する報酬

等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内とする。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 36,580 ８ － （注）１ 可決　99.97

第２号議案    （注）２  

村井　善幸 36,570 18 －  可決　99.95

金戸　俊哉 36,571 17 －  可決　99.95

岡沢　等 36,571 17 －  可決　99.95

第３号議案    （注）２  

服部　透 36,569 19 －  可決　99.94

石原　真二 36,569 19 －  可決　99.94

赤星　知明 36,569 19 －  可決　99.94

第４号議案 36,569 19 － （注）２  

第５号議案 36,331 257 － （注）２ 可決　99.29

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

 

以　上
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